
大和市告示第５１号 

大和市病児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２７年３月３１日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市病児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱 

大和市病児保育事業実施要綱（平成２５年大和市告示第５０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「保育所に入所する」を「特定教育・保育施設（子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設（幼稚園を除く。）をいう。）に

おける保育若しくは特定地域型保育（同法第２９条第１項に規定する特定地域型保育をいう。）を

受ける」に改め、同項第１号中「保護者の勤務等の事由により家庭で保育を行うことが困難な児童」

を「保育を必要とする乳児・幼児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第９項第

１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。以下同じ。）又は保護者の労働若しくは疾病

その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童」に

改め、同項第２号中「保護者の勤務等の事由により家庭で保育を行うことが困難な児童」を「保育

を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受

けることが困難となった小学校に就学している児童」に改める。 

第１０条を次のように改める。 

（負担額） 

第１０条 病児保育に係る負担額は、大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例（平

成２６年大和市条例第２１号）第３条第２項第３号に定める額とする。 

第１１条第３号中「病児保育費用」を「病児保育に係る負担額」に改める。 

第１４条の見出しを「（委任）」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


